
２1.　7.　1
※システムなどの都合により各種通知などの元号
が平成として表記されている場合があります。

　
市
で
は
、
第
５
次
長
期
総
合
計

画
の
策
定
と
合
わ
せ
、
本
市
の
財

政
健
全
化
に
向
け
た
取
り
組
み
を

推
進
す
る
財
政
健
全
経
営
計
画
を

改
定
し
ま
す
。
そ
の
検
討
に
当
た

り
、
財
政
健
全
経
営
計
画
検
討
会

議
の
委
員
（
市
民
委
員
）
を
募
集

し
ま
す
。

　
【
募
集
人
数
】
若
干
名

　
【
応
募
資
格
】元
年
７
月
１
日
現

在
で
、
１
年
以
上
市
内
に
居
住
し
、

平
日
に
開
催
す
る
会
議
に
出
席
で

き
る　
歳
以
上
の
方

１８

　
【
会
議
日
程
】　
月
～
２
年
度
ま

１０

で
に
５
回
程
度
会
議
を
開
催
す
る

予
定
で
す
。
会
議
日
程
な
ど
は
委

員
と
調
整
の
上
、
決
定
し
ま
す

　
【
任
期
】
２
年

　
【
報
償
】会
議
に
出
席
し
た
場
合

に
所
定
の
謝
金
を
支
払
い
ま
す

　
【
選
考
方
法
】
応
募
動
機
、
年
齢
、

性
別
な
ど
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮
し
て

選
考
し
ま
す
。
選
考
結
果
は
郵
送

で
通
知
し
ま
す
。

　
※
応
募
書
類
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

　
【
応
募
方
法
】７
月　
日（
火
）午

１６

後
５
時
ま
で
に（
必
着
）、応
募
動

機
を
８
０
０
字
以
内
に
横
書
き
で

ま
と
め
、
応
募
申
込
書
（
い
ず
れ

も
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
取
得
で

き
ま
す
）
と
一
緒
に
次
の
い
ず
れ

か
の
方
法
で
送
付
し
て
く
だ
さ
い

　
①
電
子
メ
ー
ル
（gyoseikanri

@
city.higashikurume.lg.jp

）

　
②
フ
ァ
ク
ス
（
４
７
０
・
７
８

０
４
）

　
③
〒
２
０
３
儿
８
５
５
５
、
市

役
所
行
政
管
理
課
宛
て
郵
送

　
④
直
接
同
課
（
市
役
所
４
階
）

へ
持
参
（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
午
前
９
時
～
午
後
５
時
）

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
８

０
３
１
へ
。

　
既
存
家
屋
に
対
し
て
次
の
①
～

③
の
住
宅
改
修
工
事
を
行
い
、
一

定
の
要
件
を
満
た
す
場
合
、
家
屋

の
固
定
資
産
税
を
軽
減
す
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。
適
用
を
受
け
る
た

め
に
は
、
改
修
工
事
完
了
後
、
必

要
書
類
を
そ
ろ
え
て
３
カ
月
以
内

に
申
告
が
必
要
で
す
。
各
軽
減
の

種
類
・
要
件
は
次
の
通
り
で
す
。

①
耐
震
改
修
住
宅
軽
減

　
昭
和　
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

５７

存
在
し
、
現
行
の
耐
震
基
準
に
適

合
し
た
改
修
工
事
（　
万
円
超
）

５０

を
行
っ
て
い
る
こ
と

②
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
住
宅
軽
減

　
新
築
さ
れ
た
日
か
ら　
年
以
上

１０

を
経
過
し
、　

歳
以
上
の
方
、
要

６５

介
護
・
要
支
援
の
認
定
を
受
け
て

い
る
方
、
お
よ
び
障
害
を
お
持
ち

の
方
が
居
住
す
る
住
宅
に
バ
リ
ア

フ
リ
ー
改
修
工
事
（
自
己
負
担
が

　
万
円
超
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と

５０③
省
エ
ネ
改
修
住
宅
軽
減

　
平
成　
年
１
月
１
日
以
前
か
ら

２０

存
在
し
、
窓
の
改
修
工
事
を
含
む

現
行
の
省
エ
ネ
基
準
に
適
合
し
た

改
修
工
事
（
自
己
負
担
が　
万
円

５０

超
）
を
行
っ
て
い
る
こ
と

　
※
軽
減
の
種
類
に
よ
っ
て
、
軽

減
率
や
軽
減
期
間
、
対
象
面
積
が

異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
②
と
③
の

み
重
複
し
て
軽
減
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
令
和
２
年

３
月　
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た

３１

①
と
③
の
改
修
工
事
で
「
認
定
長

期
優
良
住
宅
」
に
該
当
す
る
場
合

は
、
軽
減
率
が
優
遇
さ
れ
ま
す
。

　
【
ご
注
意
】
こ
の
軽
減
制
度
は

「
家
屋
の
固
定
資
産
税
」
の
み
が

対
象
で
す
。
土
地
・
償
却
資
産
の

固
定
資
産
税
、
土
地
・
家
屋
の
都

市
計
画
税
は
軽
減
さ
れ
ま
せ
ん

　
詳
し
く
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
４
２
～
２
３
４
４
）
へ
。

　
市
は
、
今
後
の
東
久
留
米
市
立

学
童
保
育
所
の
運
営
に
関
し
て
、

安
定
的
な
事
業
の
継
続
、
延
長
育

成
、
民
間
活
力
導
入
の
可
能
性
を

含
め
、
検
討
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
た
び
「
今
後
の
東
久
留
米
市

立
学
童
保
育
所
の
運
営
方
針

（
案
）」を
策
定
い
た
し
ま
し
た
の

で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
意
見
を

募
集
し
ま
す
。

　
【
閲
覧
期
間・場
所
】
閉
庁
日
を

除
く
７
月
３
日（
水
）～　
日（
金
）

２６

に
、
児
童
青
少
年
課
（
市
役
所
２

階
）、市
政
情
報
コ
ー
ナ
ー（
同
２

階
）、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す

　
【
ご
意
見
の
提
出
方
法
】閲
覧
期

間
中
に
（
必
着
）、
件
名
に
「
学
童

保
育
所
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
」

と
明
記
し
て
、
住
所
・
氏
名
・
年

代
（
例
＝　
代
）、
ご
意
見
（
書
式

４０

は
自
由
）
を
記
入
の
上
、
〒
２
０

３
儿
８
５
５
５
、
市
役
所
児
童
青

少
年
課
宛
て
郵
送
、フ
ァ
ク
ス（
４

７
０
・
７
８
０
７
）
ま
た
は
電
子

メ
ー
ル（jidoseishonen@

city.hig
ashikurume.lg.jp

）
で
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
※
電
話
や
来
庁
に
よ
る
口
頭
で

の
受
け
付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。
お

寄
せ
い
た
だ
い
た
ご
意
見
は
、
個

人
情
報
を
除
い
た
上
で
要
約
し
、

後
日
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開
し

ま
す
。
ご
意
見
の
返
却
や
個
別
の

回
答
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
あ
ら

か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
３
５
へ
。

　
２
年
４
月
以
降
の
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
の
指
定
管
理
者
（
法
人
・

団
体
）
を
次
の
通
り
募
集
し
ま
す
。

公
募
要
項
を
参
照
し
、
期
限
ま
で

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
【
公
募
要
項
配
布
】
土
曜・日
曜

日
を
除
く
７
月
１
日
（
月
）
～　
１７

日
（
水
）
の
午
前
９
時
～
午
後
５

時
に
、
生
涯
学
習
課
（
市
役
所
６

階
）
で
配
布
。
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
取
得
で
き
ま
す

　
【
審
査
書
類
の
提
出
】８
月
９
日

（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
同
課
へ

直
接
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
同
課
☎
４
７
０
・
７

７
８
４
へ
。

自
立
支
援
医
療 

（
精
神
通
院
）
と
は

　
精
神
疾
患
お
よ
び
て
ん
か
ん
に

よ
る
、
通
院
の
た
め
の
医
療
費
助

成
の
制
度
で
す
。

　
通
常
、
医
療
保
険
で
は
医
療
費

の
３
割
が
自
己
負
担
と
な
り
ま
す

が
、
自
立
支
援
医
療
制
度
を
併
用

し
た
場
合
、
自
己
負
担
は
原
則
１

割
に
軽
減
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、

本
人
・
世
帯
の
所
得
や
疾
患
な
ど

に
応
じ
て
、
月
額
自
己
負
担
上
限

額
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
定

所
得
以
上
の
方
は
、
非
該
当
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

継
続（
更
新
）手
続
に
つ
い
て

　
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）

を
受
給
し
て
い
る
方
は
、
有
効
期

間
が
終
了
す
る
と
、
自
立
支
援
医

療
費
の
支
給
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
継
続
す
る
場
合
は
、
必
ず
継

続（
更
新
）手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
有
効
期
間
は
、
お
手
持
ち
の

受
給
者
証
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
継
続
（
更
新
）
手
続
は
、
有
効

期
間
の
３
カ
月
前
か
ら
障
害
福
祉

課
で
受
け
付
け
ま
す
。

◎
診
断
書
の
提
出
は
２
年
に
１
度

で
す
　
継
続
（
更
新
）
手
続
に
お
け
る

診
断
書
の
提
出
は
、
病
状
お
よ
び

治
療
方
針
の
変
更
が
な
い
場
合
、

２
年
に
１
度
で
す
。

　
前
回
申
請
の
際
に
診
断
書
を
提

出
し
て
い
る
場
合
は
、
今
回
の
継

続
（
更
新
）
申
請
で
は
診
断
書
の

提
出
は
不
要
で
す
。

　
※
な
お
、
継
続
（
更
新
）
手
続

は
毎
年
必
要
で
す
。

　
【
ご
注
意
】有
効
期
間
を
過
ぎ
て

か
ら
の
再
開
申
請
や
前
回
の
継
続

（
更
新
）
時
に
診
断
書
な
し
で
手

続
き
さ
れ
た
方
は
、
診
断
書
の
提

出
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
所
持
し
て

い
る
方
は
、
前
回
更
新
時
に
診
断

書
を
提
出
し
た
場
合
で
も
、
手
帳

更
新
の
た
め
に
診
断
書
が
必
要
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
診
断
書

の
提
出
が
必
要
か
不
明
な
方
は
、

障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
）
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い

◎
所
得
区
分
の
変
更
に
つ
い
て

　
「
保
険
証
の
世
帯
が
変
更
に
な

っ
た
」
ま
た
は
「
前
年
度
と
課
税

状
況
が
変
わ
っ
た
」
な
ど
の
場
合
、

有
効
期
間
の
途
中
で
も
所
得
区
分

変
更
手
続
が
で
き
ま
す
。
所
得
区

分
変
更
手
続
を
行
っ
た
場
合
、
申

請
日
の
翌
月
初
日
か
ら
新
し
い
所

得
区
分
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

　
詳
し
く
は
障
害
福
祉
課
福
祉
支

援
係
☎
４
７
０
・
７
７
４
７
へ
。

◎
家
屋
調
査
な
ど
に
つ
い
て

　
平
成　
年
１
月
２
日
～
令
和
２

３１

年
１
月
１
日
に
新
築
や
増
築
し
た

家
屋
を
対
象
に
、
固
定
資
産
税
・

都
市
計
画
税
の
基
と
な
る
評
価
額

を
算
出
す
る
た
め
、
家
屋
調
査
を

行
い
ま
す
。

　
調
査
は
市
職
員
が
複
数
人
で
伺

い
、
所
有
者
の
立
ち
会
い
の
下
、

家
屋
の
外
回
り
と
内
部
の
間
取

り
・
使
用
資
材
・
建
築
設
備
な
ど

を
確
認
し
ま
す
。
調
査
を
行
う
と

き
は
、
事
前
に
文
書
で
連
絡
し
、

日
時
を
約
束
し
て
か
ら
伺
い
ま
す
。

　
ま
た
、
来
年
度
の
課
税
対
象
家

屋
を
把
握
す
る
た
め
、
市
職
員
が

市
内
全
域
を
巡
回
し
ま
す
。
新
築
、

増
築
ま
た
は
取
り
壊
し
に
よ
っ
て

課
税
台
帳
と
の
差
異
が
あ
る
場
合

に
は
、
戸
別
に
調
査
を
行
い
ま
す
。

　
※
調
査
時
に
は
「
固
定
資
産
評

価
補
助
員
」
に
選
任
さ
れ
た
市
職

員
が
訪
問
し
ま
す
。
ご
協
力
を
お

願
い
し
ま
す
。

◎
所
有
し
て
い
る
家
屋
に
変
更
等

が
あ
っ
た
場
合
に
は
ご
連
絡
を

　
所
有
し
て
い
る
家
屋
が
次
の
①

～
③
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
家
屋
資
産
税
係
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
①
建
物
の
全
部
ま
た
は
一
部
を

取
り
壊
し
た
場
合
②
増
築
し
た
場

合
③
未
登
記
家
屋
で
相
続・売
買・

そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
所
有
者
が

変
更
に
な
っ
た
場
合

　
詳
し
く
は
課
税
課
家
屋
資
産
税

係
☎
４
７
０
・
７
７
７
７
（
内
線

２
３
４
２
～
２
３
４
４
）
へ
。

◎
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

　
市
で
は
、
個
人
情
報
の
取
り
扱

い
の
基
本
的
事
項
を
定
め
、
個
人

の
権
利
利
益
の
侵
害
を
未
然
に
防

止
す
る
た
め
、
東
久
留
米
市
個
人

情
報
保
護
条
例
を
定
め
て
い
ま
す
。

平
成　
年
度
の
運
用
状
況
は
、
次

３０

の
通
り
で
す
。

　
個
人
情
報
の
開
示
請
求
の
処
理

状
況
は
、
請
求　
件
に
対
し
、
開

２０

示
決
定
５
件
、
一
部
開
示
決
定　
１０

件
、
非
開
示
決
定
８
件
（
う
ち
不

存
在
７
件
）
で
し
た
。
訂
正
請
求

の
処
理
状
況
は
、
３
件
に
対
し
、

棄
却
３
件
で
し
た
。
苦
情
申
出
が

１
件
あ
り
ま
し
た
。
利
用
中
止
請

求
お
よ
び
審
査
請
求
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

◎
情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況

　
市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
知

る
権
利
を
保
障
し
、
市
の
諸
活
動

を
説
明
す
る
責
任
を
全
う
す
る
た

め
、
東
久
留
米
市
情
報
公
開
条
例

を
定
め
て
い
ま
す
。
平
成　
年
度

３０

の
利
用
状
況
は
、
次
の
通
り
で
す
。

　
公
文
書
の
開
示
請
求
の
処
理
状

況
は
、
請
求　
件
に
対
し
、
開
示

５２

決
定　
件
、
一
部
開
示
決
定　
件
、

２６

４５

非
開
示
決
定　
件
（
う
ち
不
存
在

１４

　
件
）、
取
り
下
げ
３
件
で
し
た
。

１２ま
た
、
審
査
請
求
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
詳
し
く
は
総
務
課
法
務
・
文
書

担
当
☎
４
７
０
・
７
７
１
４
へ
。

　
「
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の

東
久
留
米
市
長
の
資
産
等
の
公
開

に
関
す
る
条
例
」
の
規
定
に
よ
り
、

ど
な
た
で
も
市
長
が
作
成
し
た
報

告
書
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

　
【
閲
覧
で
き
る
報
告
書
】資
産
等

補
充
報
告
書
、
所
得
等
報
告
書
、

関
連
会
社
等
報
告
書

　
【
閲
覧
期
間
】７
月
８
日（
月
）か

ら
。
時
間
は
午
前
８
時
半
～
午
後

５
時（
正
午
～
午
後
１
時
と
土
曜・

日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）

　
【
閲
覧
場
所
】総
務
課（
市
役
所

４
階
）。
７
月
８
日
（
月
）
以
降
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
閲
覧
で

き
ま
す

　
詳
し
く
は
同
課
庶
務
担
当
☎
４

７
０
・
７
７
１
４
へ
。

　
【
利
用
期
間
】訓
練
等
給
付
の
支

給
期
間

　
【
活
動
内
容
】就
労
に
向
け
た
訓

練
と
支
援

　
【
対
象
】原
則　
歳
以
上
で
知
的

１８

障
害
が
あ
り
、
企
業
で
の
就
労
を

希
望
し
、
採
用
が
見
込
ま
れ
る
方

（
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
訓
練
等

給
付
の
支
給
決
定
を
受
け
た
方
）

　
【
募
集
人
員
】
若
干
名

　
希
望
す
る
方
は
障
害
者
総
合
支

援
法
に
基
づ
く
手
続
き
が
必
要
に

な
る
た
め
、
さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン

タ
ー
へ
ご
相
談
を
。

　
詳
し
く
は
同
セ
ン
タ
ー
☎
４
７

７
・
２
７
１
１
（
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス

（
４
７
７
・
２
７
５
０
）
へ
。

住
宅
改
修
工
事
に
よ

住
宅
改
修
工
事
に
よ
るる

固
定
資
産

固
定
資
産
税税（
家
屋
）

（
家
屋
）の
軽
減
制
度
に
つ
い

の
軽
減
制
度
に
つ
い
てて

今
後
の
東
久
留
米
市
立
学
童
保
育
所
の

運
営
方
針
（
案
）
に
関
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
ご
意
見
）を
募
集
し
ま
す

自
立
支
援
医
療（
精
神
通
院
）の
ご
案
内

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
のの

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま

指
定
管
理
者
を
募
集
し
ま
すす

財
政
健
全
経
営
計
画
検
討
会
議
の

市
民
委
員
を
募
集
し
ま
す

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ

さ
い
わ
い
福
祉
セ
ン
タ
ーー

「
就
労
移
行
支
援
事
業

「
就
労
移
行
支
援
事
業
」」
のの

利
用
者
を
募
集
し
ま

利
用
者
を
募
集
し
ま
すす

平平平平平平平平平平
成成成成成成成成成成

年年年年年年年年年年

平
成　

年
度度度度度度度度度度度

３３３３３３３３３３００００００００００３０

個個個個個個個個個個
人人人人人人人人人人
情情情情情情情情情情
報報報報報報報報報報
保保保保保保保保保保
護護護護護護護護護護
制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度
のののののののののの
運運運運運運運運運運
用用用用用用用用用用
状状状状状状状状状状
況況況況況況況況況況

個
人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況
ととととととととととと

情情情情情情情情情情
報報報報報報報報報報
公公公公公公公公公公
開開開開開開開開開開
制制制制制制制制制制
度度度度度度度度度度
のののののののののの
利利利利利利利利利利
用用用用用用用用用用
状状状状状状状状状状

情
報
公
開
制
度
の
利
用
状
況況況況況況況況況況況

　
生
活
や
仕
事
探
し
、
家
賃
の
支

払
い
な
ど
で
お
困
り
の
方
、
お
子

さ
ん
の
学
習
面
で
不
安
が
あ
る
方

が
相
談
で
き
る
事
業
で
す
。

　
ま
ず
は
福
祉
総
務
課
☎
４
７

０
・
７
７
４
９
（
市
役
所
１
階
）

で
支
援
員
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　
【
受
付
日
時
】開
庁
日
の
午
前
９

時
～
午
後
４
時
（
正
午
～
午
後
１

時
を
除
く
）

◎
自
立
相
談
支
援

　
相
談
の
中
で
生
活
状
況
な
ど
を

聞
き
、
課
題
を
整
理
し
、
自
立
に

向
け
た
支
援
内
容
を
支
援
員
が
一

緒
に
考
え
ま
す
。
必
要
に
応
じ
て
、

関
係
機
関
へ
の
照
会
や
同
行
支
援

を
行
い
ま
す
。

◎
住
居
確
保
給
付
金
の
支
給

　
　
歳
未
満
で
離
職
な
ど
の
日
か

６５
ら
２
年
以
内
で
あ
り
、
住
居
に
お

困
り
の
方
に
対
し
、
家
賃
相
当
額

を
支
給
す
る
支
援
で
す
。

◎
子
ど
も
の
学
習
支
援
事
業

　
市
内
在
住
の
中
学
生
で
、
経
済

的
事
情
な
ど
に
よ
り
学
習
の
機
会

が
少
な
い
方
、
学
習
の
不
安
を
相

談
で
き
る
場
所
が
ほ
し
い
方
に
、

学
習
支
援
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
同
課
へ
。

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業

生
活
困
窮
者
自
立
相
談
支
援
事
業
をを

ご
利
用
く
だ
さ

ご
利
用
く
だ
さ
いい

市
長
の
資
産
等
報
告
書

市
長
の
資
産
等
報
告
書
のの

閲
覧
が
で
き
ま

閲
覧
が
で
き
ま
すす

固
定
資
産
税
（
家
屋
）
の

課
税
業
務
に
ご
協
力
く
だ
さ
い


